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１ 実施計画の趣旨 
 

本市では、人権の尊重を市政の重要な柱として、同和問題をはじめ、女性、子ど

も、高齢者、障害者、外国人及び感染症の感染者等に関わる様々な人権問題の解決

を図るため、平成１３年８月に「さいたま市人権教育及び人権啓発推進本部」を設

置し、関係部局相互の緊密な連携を図りながら、人権教育・啓発を総合的かつ効果

的に推進するための「人権教育及び人権啓発推進さいたま市基本計画」を同年１２

月に策定しました。（基本計画は、平成１６年４月及び平成３０年４月に一部改正） 

 本実施計画は、「基本計画の具体的な推進」に定める各項目を骨組みとして、各施

策を位置づけ、基本計画の理念である「人権文化の構築」を目指すものです。 
 

 

２ 実施計画の目標 
 

本実施計画では、基本計画の理念に基づき、市民一人ひとりの人権意識の高揚を

図ることに重点を置き、「差別をしない」「差別をさせない」「差別をゆるさない」と

いう意志を持ち、だれもが安心して生活できる、人権感覚のあふれた、日本一しあ

わせを実感できる「さいたま市」の実現を目標とし、人権教育・啓発の取り組みを

推進します。 
 

 

３ 連携・協力体制 
 

人権教育・啓発の取り組みに当たっては、国や埼玉県などの関係機関との連携を

図るとともに、企業や民間運動団体、ＮＰＯなどと協力をして、推進します。 

 

 

４ 実施計画の見直し 
 

本実施計画は、令和４年度から令和７年度までを実施期間とします。ただし、毎

年度、実施計画について取りまとめる「人権教育及び人権啓発推進に関するさいた

ま市基本計画・実施計画の推進状況」の内容を踏まえ、また社会情勢の急激な変動

や諸制度の変化に応じて、見直しを行います。 
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①　職能等に応じた研修
②　各教科等を通した研修
③　校内における研修

　　あらゆる場における人権教育、啓発の推進

①　学習機会の充実
②　地域交流の促進
③　自主的活動への支援

①　指導者の人権意識の高揚
②　支援システムの整備
③　指導者の育成

３　家庭、地域における人権教育、 ①　社会参画の促進
②　教育力の向上
③　指導者の育成
④　自主的活動への支援

４　企業における人権教育、人権 ①　企業研修会の推進
　　啓発 ②　企業内啓発活動への支援 　　

③　事業主に対する職場環境整備等の働き
    かけ

　　特に人権と関わりの深い者に対する人権教育、人権啓発の推進

①　職員に対する研修の充実
②　職員派遣研修の充実
③　所管課職員の育成

①　指導主事等に対する研修の充実
②　教職員派遣研修の充実　　
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　　　(施策の方向)　　　(施策の分類)

　　たくましく豊かに生きる力をはぐくむ教育の推進

①　基本的人権の尊重に徹する教育の推進
②　学習指導法の工夫・改善　  

①　環境の充実
②　人格を尊重した教育
③　家庭・地域等との連携

２　学校における人権教育の推進

　　　(施策の方向)

③　正義感・思いやりを行き渡らせる教育
    の推進
④　様々な体験活動・ボランティア活動の
    場や機会の充実
⑤　教育相談の充実

　　　(施策の方向)

　［　基本的課題 ③ ］

　　　(施策の分類)

　　　

２　学校教育関係者

１　市職員

　　人権啓発

　　５　施策の体系

１　就学前における人権教育の推進

３　教職員研修の充実

　　　(施策の分類)

　　教育、人権啓発

　［　基本的課題 ① ］

２　社会教育関係団体における人権

　［　基本的課題 ② ］

１　隣保館、集会所、男女共同参画

  　設における人権教育、人権啓発　　
　　推進センター、公民館等公共施



②　職員派遣研修の充実　　

　［　基本的課題 ④ ］

　　地域に密着したきめ細かい啓発活動の推進

　［　基本的課題 ⑤ ］

　　様々な人権問題に対する相談システムの充実
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　　　 ③　事業内容の調整

３　啓発資料の作成、活用

　　　

①　啓発冊子の作成
②　リーフレットの作成

５　情報の提供

①　各種学習施設の環境整備
②　人権学習センターの整備

④　学習形態の工夫、改善

③　情報誌の発行

③　人権教育推進組織の整備充実

１　学習環境の整備

①　視聴覚教材等の体系的な整備

②　学習プログラムの開発

②　啓発機材、図書等の充実　

①　市民ニーズの把握

④　啓発用品の作成、配布

２　効果的な啓発方法の研究、開発

　　　

①　多様な広報媒体による啓発活動の充実　

　　充実
①　各種の人権問題に対する相談事業の

②　情報機能の充実　　　　

４　福祉関係者

５　保健、医療関係者

６　マスメディア関係者
　　支援
①　人権尊重意識に視点を置いた教育の

①　民生委員・児童委員等の研修の充実
②　社会福祉主事等に対する研修の充実　

②　施設の整備
①　保健、医療関係者等の人権意識の高揚

③　施設利用者の人権に配慮した関わり

４　視聴覚教材等の整備

　　　(施策の分類) 　　　(施策の方向)

３　社会教育関係者
①　社会教育関係職員に対する研修の充実

②　ネットワークの構築　　
①　人材の確保

２　相談システムの充実

②　市民参画促進

　　　(施策の分類) 　　　(施策の方向)

①　多様なイベントの開催

１　相談事業の充実

６　人材の育成

７　イベントの開催

①　人材の育成



同 女 子 高 障 外 感 様
 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課

問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  環境の充実 ○  １ 健康教育の充実 出産前教室、育児学級 各区保健センター

○  ２ 健康相談の充実 育児相談 各区保健センター

○  ３ 乳幼児健康診査の充実 乳幼児健康診査 各区保健センター、地域保健支援課

○  ４ 訪問指導の充実 妊産婦訪問指導、新生児訪問指導、 各区保健センター、地域保健支援課

母子訪問指導

○ ○  ５ 育成支援の充実 育成支援事業 保育課 

②  人格を尊重した ○  １ 幼児教育内容の充実 公開保育研修会・保育士研修 幼児政策課・保育課

 教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 保育士・幼稚園教諭等の研修の充実 保育者資質向上研修 幼児政策課・保育課

③  家庭・地域等と ○  １ 地域及び施設子育て支援の整備 子育て支援センター事業 子育て支援政策課・保育課

 の連携 児童センター事業 青少年育成課

○  ２ 地域活動のネットワークの整備 親子教室 各区保健センター

テレホン相談 各区保健センター

各種人権問題への対応

もたちの人格や個性を尊重し、心豊かな人間性をはぐくむことは一人ひとりの人権感覚や道徳性の芽生えの助長につながります。こ
のため、乳幼児期から学校までの成長段階に応じた教育活動を通して、次代を担う子どもたちに対して、生き生きと生活できる環境
の中で一人ひとりが他人の存在に気づき、相手を思いやる心を育てる人権教育・啓発活動を推進することが重要です。

　[基本的課題 ①]　たくましく豊かに生きる力をはぐくむ教育の推進

　乳幼児期は心身の成長、発達が極めて盛んであり、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる最も大切な時期です。この時期に子ど

　　(施策の分類)　１　就学前における人権教育の推進

６　課題への対応と計画の推進

４



各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  基本的人権の尊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 一人ひとりの人権意識を高める教育の 人権の花運動 人権教育推進室・人権政策・男女共同参画課

 重に徹する教育     推進 人権標語、人権作文の取組 人権教育推進室

 の推進 さいたま市平和図画・ポスターコンクール 総務課

社会科教育の充実 指導１課

特別支援教育の推進 特別支援教育室

交流及び共同学習の推進 特別支援教育室

いじめ撲滅に向けた取組 指導２課

国際教育の推進 指導１課

指導内容、指導方法の工夫改善 人権教育推進室

講演会・研修会 人権教育推進室

子ども虐待防止フォーラム 子ども家庭総合センター総務課・人権教育推進室

デートＤＶ防止研修会 人権教育推進室・高校教育課

出前講座の実施（デートDV防止 人権政策・男女共同参画課

・なんでもジェンダー平等・性の多様性） （男女共同参画推進センター）

携帯・インターネット安全教室 教育研究所

メディアリテラシー出前講座 教育研究所

ノーマライゼーション条例の簡明版冊子の配布 障害政策課

赤ちゃん・幼児触れ合い体験 指導1課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 進路指導の充実 進路指導キャリア教育研究協議会 指導１課

②  学習指導法の工 ○  １ 個に応じた学習指導の充実 指導内容、方法の工夫改善 指導１課・指導２課・教職員人事課

 夫・改善 ○ ○  ２ 生きる力をはぐくむ授業の推進 学習指導資料の作成・配布 指導１課・教育研究所

いじめ防止指導事例集の活用 指導２課

改良縦笛・拡大写本の貸与 特別支援教育室

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 個別課題に応じた指導方法の充実 指導内容、指導方法の工夫改善 人権教育推進室

年間指導計画の作成支援 人権教育推進室

　　(施策の分類)　２　学校における人権教育の推進

５



③  正義感・思いや ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 道徳教育の充実 指導内容、指導方法の工夫改善 指導１課・教育研究所

 りを行き渡らせ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 特別活動の充実 指導内容、指導方法の工夫改善 指導１課・教育研究所

 る教育の推進 ○  ３ 生徒指導の充実 子ども輝きプラン 指導２課

④  様々な体験活動 ○  １ 外国語の学習 外国人指導助手の配置 指導１課

 ボランティア活動 ○ ○  ２ スポーツ・文化・国際交流の推進 姉妹・友好都市交流事業 観光国際課・指導１課

の場や機会の充実 スポーツ少年団派遣・受入事業 観光国際課

○ ○ ○ ○  ３ 体験活動の充実 総合的な学習の時間の研究 指導１課

○ ○ ○ ○ ○  ４ ボランティア活動の充実 特別活動における取組の推進 指導１課

⑤  教育相談の充実 ○ ○  １ 学校教育相談体制の充実 スクールカウンセラー・スクールソーシャル 総合教育相談室

　 ワーカー・さわやか相談員の充実

就学・発達相談 特別支援教育室

○  ２ 教育支援体制の充実 日本語指導員派遣事業 指導１課

６



同 女 子 高 障 外 感 様
 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　      具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課

問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  職能等に応じた ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 管理職研修の充実 管理職人権教育研修会（校長対象） 人権教育推進室

 研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 教職員の分野別研修の充実 教育相談主任研修会 総合教育相談室

学校カウンセリング応用研修 総合教育相談室

人権教育主任研修会 人権教育推進室

生徒指導主任研修会 指導２課

国際教育主任研修会 指導１課

道徳教育研修会 教育研究所

子どもを生き生きさせる特別活動研修会 教育研究所

基礎から学ぼう発達障害研修会 教育研究所

教育心理・教育相談研修会 教育研究所

いじめ問題とその対応研修会 教育研究所

日本語指導が必要な児童生徒の支援 教育研究所

方法研修会

子ども虐待防止フォーラム 子ども家庭総合センター総務課・人権教育推進室

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３ 教職員の経験年数別研修等の充実 初任者研修「児童生徒理解」 教育研究所

２年経験者自主研修「学校カウンセリング 教育研究所

基礎研修」

教育経営研修「学校教育における人権 教育研究所

教育の推進」

②  各教科等を通し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 授業研究会等の促進 教育研究会等との連携・推進 指導１課・教育研究所

 た研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 指導法の向上に係る教職員研修の充実 人権教育研究指定校の研究発表 人権教育推進室

③  校内における研 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 講演会・研究会等の充実 指導者派遣等 人権教育推進室

 修 人権教育・啓発ビデオ／ＤＶＤの貸出し 人権教育推進室・教育研究所

各種人権問題への対応
　　(施策の分類)　３　教職員研修の充実

７



　人権という普遍的文化を構築するためには、その主役である市民一人ひとりが人権尊重の理念について正しく理解することが必要
です。このため、家庭、地域、学校、職場等のあらゆる場において人権尊重の心を育み、人権意識に根ざした具体的な実践へとつな
がる学習を推進することが重要であることから、市民が様々な機会を通していつでも気軽に参加できる学習の場所や魅力的な情報の
提供、充実を図る必要があります。

同 女 子 高 障 外 感 様

施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 具　体　的　施　策 事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な

題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  学習機会の充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 施設主催の各種学級、講座、セミナー等の 公民館における人権・同和問題の理解を 人権教育推進室・公民館

    充実 図る講座

日本語教室 公民館

子育て支援センター事業 子育て支援政策課・保育課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 隣保館・集会所事業の充実 人権講演会・講座 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

人権教育推進室（集会所）

人権講演会における託児 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

隣保館・集会所講座（成人、子ども教室等） 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

人権教育推進室（集会所）

○ ○  ３ 男女共同参画推進センター事業の充実 男女共同参画関連講座等の実施 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ４ 施設利用者対象研修会の開催 隣保館・集会所 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

人権教育推進室

② 地域交流の促進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 隣保館・集会所・公民館事業の実施 高齢者・サークルの交流促進 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

人権教育推進室（集会所）

隣保館文化祭 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

集会所文化祭 人権教育推進室（集会所）

○ ○ ○  ２ 育成支援制度の適用対象児と健常児の交流、 保育所地域活動事業 保育課

    世代間交流や異年齢児交流の促進

○ ○  ３ 施設主催事業の充実 児童センター事業 青少年育成課

子育て支援センター事業 子育て支援政策課・保育課

知的障害者との交流促進及び地域貢献 七里コミュニティセンター

活動事業 （コミュニティ推進課）

　[基本的課題 ②]　あらゆる場における人権教育、啓発の推進

　　(施策の分類)　１　隣保館、集会所、男女共同参画推進センター、公民館等公共施設における人権教育、人権啓発
各種人権問題への対応

８



③  自主的活動への ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ サークル活動への施設の提供 サークルへの支援 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

 支援 人権教育推進室（集会所）

日本語教室の支援 生涯学習総合センター・公民館

観光国際課

○ ○  ２ 男女共同参画に関する学習グループの支援 活動場所及び情報の提供 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 隣保館・集会所施設の貸出し 各種サークルへの施設の提供 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

人権教育推進室（集会所）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ４ 人権学習の情報提供 人権情報誌の提供 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

人権教育推進室（集会所）

同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　      具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な

題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  指導者の人権意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 社会教育関係団体対象研修会の開催 人権啓発講演会 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

 識の高揚

②  支援システムの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種団体への支援事業の充実整備 学習教材等の貸出し 人権教育推進室

 整備 ○  ２ 団体・交流支援事業の充実 活動場所及び情報の提供 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 団体・サークルへの講師派遣等の充実整備 人権教育指導者派遣 人権教育推進室

○  ４ 障害者の権利擁護体制の整備 障害者の権利の擁護に関する委員会の運営 障害政策課

高齢・障害者権利擁護センターの運営 高齢福祉課

地域自立支援協議会の運営 障害支援課
 

③  指導者の育成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 指導者育成事業の実施 人権教育・啓発指導者の育成 人権教育推進室・人権政策・男女共同参画課

　　(施策の分類)　２　社会教育関係団体における人権教育、人権啓発
各種人権問題への対応

９



同 女 子 高 障 外 感 様
 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　      具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課

問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  社会参画の促進 ○  １ 高齢者社会参画事業の充実 シニアユニバーシティの開校 高齢福祉課

セカンドライフ支援事業 高齢福祉課

○ ○  ２ 男女共同参画の推進 男女共同参画関連講座等の実施 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

情報誌等の発行 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

○ ○  ３ 託児制度の実施 人権講演会における託児 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

○  ４ 障害者社会参画事業の実施 障害者スポーツ教室 障害政策課

誰もが共に暮らすための市民会議の開催 障害政策課

○  ５ 手話通訳者及び要約筆記者の派遣 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業 障害支援課

○  ６　精神障害者の地域移行・地域定着支援 精神障害者の地域移行・地域定着支援 障害支援課

事業

②  教育力の向上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 家庭・地域社会への啓発活動の推進 公民館事業の充実 公民館

○  ２ 親子ふれあいの場や機会の充実 家庭教育学級 公民館

○ ○  ３ 男女共同参画に関する意識の啓発 情報誌等の発行 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

男女共同参画関連講座等の実施 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ４ 学習資料・教材の研究・啓発 学習資料・教材の作成 人権教育推進室

人権啓発冊子の作成 人権政策・男女共同参画課

③  指導者の育成 ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 地域リーダー養成の推進（育成と支援） 人権擁護委員協議会への支援 人権政策・男女共同参画課

　　(施策の分類)　３　家庭、地域における人権教育、人権啓発
各種人権問題への対応
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④  自主的活動への ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種ボランティア団体等への協力・支援 自主的団体への支援 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

 支援 ○ ○ ○ ○  ２ 自主的グループ育成への支援の促進 子育て支援センター事業 子育て支援政策課・保育課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 学習資料・教材の提供 啓発冊子の提供 人権政策・男女共同参画課

○  ４ 団体・交流支援事業の充実 男女共同参画推進市民企画講座の 人権政策・男女共同参画課

実施 （男女共同参画推進センター）

さいたま市男女共同参画推進センター 人権政策・男女共同参画課

公募型共催事業の実施 （男女共同参画推進センター）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ５ 市民･人権団体の交流･ネットワークづくり 隣保館・集会所事業 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

11



同 女 子 高 障 外 感 様
 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　      具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課

問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  企業研修会の推 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ １ 人権問題の解決に向けた研修 企業等人権問題研修会 人権政策・男女共同参画課

 進 働く人の支援講座 労働政策課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ 公正採用選考に向けた研修 公正採用選考人権啓発推進員研修会 人権政策・男女共同参画課

②  企業内啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 企業内研修活動への支援 企業等人権問題研修会 人権政策・男女共同参画課

 への支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 企業内研修会への啓発資料・情報等の支援 研修教材・啓発用品支援事業 人権政策・男女共同参画課

研修教材・人権教育・啓発ビデオ／ＤＶＤ等貸出し 人権教育推進室・人権政策・男女共同参画課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 企業内研修講師の派遣 企業内研修講師派遣事業 人権政策・男女共同参画課

③  事業主に対する ○ ○ ○  １ 障害者・高齢者の雇用の促進 障害者・高齢者の雇用促進 労働政策課・高齢福祉課・

 職場環境整備等 障害者総合支援センター

 の働きかけ 県央障害者就職面接会 障害支援課・障害者総合支援センター

高齢者の雇用の促進 高齢福祉課

○ ○  ２ 男女共同参画の促進 男女雇用機会均等法の周知徹底 労働政策課

セクシュアルハラスメント防止の啓発 労働政策課

出前講座の実施（ワーク・ライフ・ 人権政策・男女共同参画課

バランス） （男女共同参画推進センター）

働く人の支援講座 労働政策課

育児休業等の諸制度の普及・啓発 労働政策課

男女共同参画推進事業者表彰 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 人権問題解決の啓発 啓発物品・冊子等の配布 人権政策・男女共同参画課

働く人の支援講座 労働政策課

○  ４ 障害者差別及び虐待に対する取組 ノーマライゼーション条例及びその理念 障害政策課

の普及啓発

　　(施策の分類)　４　企業における人権教育、人権啓発
各種人権問題への対応
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　[基本的課題 ③]　特に人権と関わりの深い者に対する人権教育、人権啓発の推進

各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  職員に対する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種人権問題に関する研修の実施 新規採用研修 人材育成課・人権政策・男女共同参画課

 研修の充実 人権問題研修 人材育成課・人権政策・男女共同参画課

手話研修 人材育成課・障害支援課

○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 職種別に必要な研修の充実 福祉事務所職員等研修 福祉総務課

生活保護等ケースワーカー研修 生活福祉課（区・福祉課）

生活保護査察指導員研修 生活福祉課（区・福祉課）

生活困窮者相談支援員研修 生活福祉課

○ ○  ３ 男女共同参画に関する意識の啓発 男女共同参画職員研修 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

男女共同参画職員ハンドブックによる啓発 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

②  職員派遣研修の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種研修会・講演会等への職員の参加 人権啓発講演会 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

 充実 企業等人権問題研修会 人権政策・男女共同参画課

関係団体等による研修会 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

③  所管課職員の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種研究集会・指導者養成講座等への派遣 人権教育・啓発リーダー研修 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

 育成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 専門分野毎の指導者との交流の促進 専門指導者との交流促進 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

　特に人権擁護に深く関わりを持つ職業に従事する職員、関係者等においては、さらに人権問題を正しく理解し、それぞれの立場

　　(施策の分類)　１　市職員

において適切な対応をする必要があります。このため、職員、関係者等一人ひとりが確かな人権感覚を身につけ、人権意識に根ざ
した具体的な実践ができるよう、人権教育・啓発を推進していく必要があります。

13



各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  指導主事等に対 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種研修会・研究会の充実 各種研修会・研究会への参加 人権教育推進室・教育研究所・

 する研修の充実 教職員人事課

人権教育担当者研修会への参加 人権教育推進室・教職員人事課

子ども虐待防止フォーラム 子ども家庭総合センター総務課

・人権教育推進室

②  教職員派遣研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種研修会等への教職員の参加 キャリアに応じた研修会 人権教育推進室

 の充実

各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  社会教育関係職 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種人権啓発研修の実施 人権教育指導者養成講座 人権教育推進室

 員に対する研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 学習プログラムの研究・開発 社会教育関係職員用の研修資料の作成 人権教育推進室

 の充実 人権問題研修 人権政策・男女共同参画課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 公民館職員研修の充実 公民館職員研修 生涯学習総合センター

②  職員派遣研修の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 指導者の養成研修会等への参加 人権教育担当者研修会への参加 人権教育推進室

 充実 人権教育指導者養成講座 人権教育推進室

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 各種人権啓発研修会への参加 関係機関・団体による研修 人権教育推進室

人権啓発講演会・研修会 人権教育推進室

　　(施策の分類)　３　社会教育関係者

　　(施策の分類)　２　学校教育関係者
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  民生委員・児童 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 民生委員・児童委員研修の充実 民生委員・児童委員研修 福祉総務課

 委員等の研修の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 各種研修会、講演会等への参加 人権啓発講演会 人権政策・男女共同参画課

 充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ プライバシー保護配慮の充実 民生委員・児童委員プライバシー保護 福祉総務課(区・福祉課)

配慮の充実

②  社会福祉主事等 ○ ○ ○ ○ ○  １ プライバシー保護配慮の充実 社会福祉主事等プライバシー保護の 福祉総務課

 に対する研修の 充実

 充実

③ 施設利用者の人 ○  １ 施設職員向けに子どもの人権教育の充実 子どもの人権に関する研修 子ども家庭支援課

権に配慮した関 ○  ２ 施設利用の子ども向けに子どもの人権教育の啓発 子どもの人権についてのプログラム実施 子ども家庭支援課

わり

　　(施策の分類)　４　福祉関係者
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  保健、医療関係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 自主的研修活動の充実 看護師の倫理研修会 市立病院看護部

 者等の人権意識 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ プライバシー保護配慮の充実 プライバシー保護の配慮 病院総務課

 の高揚

②  施設の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 施設等の実態把握の推進及び整備 施設内実態把握の推進・整備 病院施設管理課

各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  人権尊重意識に ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 人権教育・啓発の理解と認識への支援 人権教育・啓発推進本部の基本計画等 人権政策・男女共同参画課

 視点を置いた教 の周知

 育の支援 企業等人権問題研修会 人権政策・男女共同参画課

○ ○  ２ 男女共同参画の視点にたった表現の浸透 情報誌等の発行 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

　　(施策の分類)　５　保健、医療関係者

　　(施策の分類)　６　マスメディア関係者
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  各種学習施設の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種学習及び施設の環境整備（学習機会 公民館管理運営事業 公民館

 環境整備 　　の推進）

○ ○  ２ 男女共同参画施設の充実 男女共同参画推進センター等管理運 人権政策・男女共同参画課

営事業 （男女共同参画推進センター）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 隣保館、集会所の整備 隣保館、集会所管理運営事業 人権政策・男女共同参画課

・人権教育推進室

②  人権学習センタ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 地域の人権学習の拠点施設の整備 隣保館、集会所管理運営事業 人権政策・男女共同参画課

ーの整備 ・人権教育推進室
 

③ 人権教育推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 人権教育推進組織の充実 人権教育推進協議会の充実 人権教育推進室

組織の整備充実 同和教育推進校連絡協議会の充実 人権教育推進室

　　(施策の分類)　１　学習環境の整備

幼児期から高齢者に至る幅広い市民を対象にそれぞれのライフサイクルに応じ、総合的に捉えて効果的に推進する必要があります。
  このため、日常生活のなかで人権との関わりを自覚できるよう身近な具体例を取り上げたり、表現や内容をわかりやすくしたり、

　[基本的課題 ④]　地域に密着したきめ細かい啓発活動の推進

　市民一人ひとりが啓発活動の内容を十分認識し、その意義を理解することによって啓発効果はより大きな期待がもてることから、

参加者同士が自由に意見交換ができるように、それぞれの地域に密着したきめ細かい啓発活動を推進していく必要があります。
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  市民ニーズの把 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 市民意識調査・実態調査の実施 人権意識調査 人権政策・男女共同参画課

 握 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ アンケートの実施 講座・講演会等におけるアンケート調査 人権政策・男女共同参画課

②  学習プログラム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 生涯学習プログラムの開発 学習資料・教材の作成 人権教育推進室

 の開発 人権啓発講演会の実施 人権政策・男女共同参画課

出前講座（人権問題）の実施 人権政策・男女共同参画課

③  事業内容の調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 事業内容の点検と見直し 人権教育・啓発推進本部 人権政策・男女共同参画課

男女共同参画推進本部 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 関係各課所との調整 人権教育・啓発推進本部 人権政策・男女共同参画課

男女共同参画推進本部 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

④ 学習形態の工夫、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 市民相互の交流の促進 地域住民相互の交流の促進 人権教育推進室（集会所）

改善 ・人権政策・男女共同参画課（隣保館）

　　(施策の分類)　２　効果的な啓発方法の研究、開発
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  啓発冊子の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種人権問題パンフレットの作成 人権啓発冊子の作成 人権政策・男女共同参画課

　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 人権文集等の作成 人権標語、人権作文の取組 人権教育推進室

○  ３ ノーマライゼーション条例の簡明版冊子の ノーマライゼーション条例及びその理念 障害政策課

    作成 の普及啓発

②  リーフレットの作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各分野に関わるリーフレットの作成・ 人権啓発リーフレット作成 人権政策・男女共同参画課

 成 　　配布 相談事業案内リーフレット作成・配布 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画相談室）

DV防止啓発リーフレット作成・配布 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画相談室）

ノーマライゼーション条例及びその理念 障害政策課

の普及啓発リーフレットの配布

③  情報誌の発行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各分野に関わる情報誌の発行・配布 情報誌等の発行 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

多言語による生活情報誌配布 観光国際課

人権教育ニュースの発行 人権教育推進室

④  啓発用品の作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種啓発用品作成・配布 人権標語入り啓発用品の作成・配布 人権政策・男女共同参画課

 成、配布 　 人権教育推進室

○  ２ ノーマライゼーション啓発用品の作成・配布 ノーマライゼーション条例及びその理念 障害政策課

　 の普及啓発

　　(施策の分類)　３　啓発資料の作成、活用
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  視聴覚教材等の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 啓発機器・ビデオ等の充実 人権教育・啓発ビデオ／ＤＶＤ等の充実・貸出し 人権教育推進室・

 体系的な整備　 人権政策・男女共同参画課

②  啓発機材、図書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種啓発図書等の充実・貸出し 啓発図書等の充実・貸出し 人権政策・男女共同参画課

 等の充実 ・中央図書館資料サービス課

・教育研究所

各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  多様な広報媒体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 「市報さいたま」への啓発記事掲載 人権啓発記事の掲載 主管課（広報課）

 による啓発活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ インターネットの活用 広報活動 主管課（広報課）

 の充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ テレビ広報番組の活用（テレビ埼玉） 広報活動 主管課（広報課）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ４ 多様な広報媒体の活用 各種広報媒体における人権啓発 人権政策・男女共同参画課

②  情報機能の充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 図書資料等の充実・提供 啓発図書等の充実・貸出し 中央図書館資料サービス課

　　(施策の分類)　５　情報の提供

　　(施策の分類)　４　視聴覚教材等の整備
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  人材の育成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 各種人権問題指導者養成講座等の充実 公民館における人権・同和問題の理解 人権教育推進室

を図る講座

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 各分野の専門指導者との交流の促進 専門指導者との交流の充実 人権政策・男女共同参画課・人権教育推進室

○  ３ 認知症サポータ－養成講座の開催 認知症サポータ－養成事業 いきいき長寿推進課

②  市民参画促進 ○  １ 市民との連携の推進 事業検討会議の開催 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

男女共同参画推進センター広報誌の 人権政策・男女共同参画課

発行 （男女共同参画推進センター）

○  ２ 市民と直接意見交換を行う場の設置 誰もが共に暮らすための市民会議の 障害政策課

開催
　

各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  多様なイベント ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 講演会、パネルディスカッション、 人権啓発講演会 人権政策・男女共同参画課

 の開催 　  シンポジウム等の開催

パートナーシップさいたまフェスタの開催 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画推進センター）

はぁといきいきプロジェクト 精神保健課

　　(施策の分類)　６　人材の育成

　　(施策の分類)　７　イベントの開催
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○ ○  ２ フェスティバル・文化祭等市民交流事業 国際友好フェア・国際ふれあいフェア・ 観光国際課

スピーチ大会開催

ふれあいスポーツ大会 障害政策課

○  ３ 高齢者関係事業 シニアユニバーシティの開校 高齢福祉課

介護の日フォーラム 介護保険課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ４ パネル展の開催 人権パネル展 人権教育推進室・人権政策・男女共同参画課

○  ５ ノーマライゼーション普及啓発事業の開催 「障害者週間」市民のつどい 障害政策課

ノーマライゼーションカップ 障害政策課
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  各種の人権問題 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 人権相談 各種人権問題に関わる相談事業 人権政策・男女共同参画課

 に対する相談事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 生活相談 隣保館での相談 人権政策・男女共同参画課（隣保館）

 業の充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 法律相談・登記・税務・行政等 市民相談 市民生活安全課（区・くらし応援室）

○ ○  ４ 女性相談・ＤＶ相談 女性相談・ＤＶ相談 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画相談室）

○  ５ 男性相談 男性相談 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画相談室）

○  ６ 子どもに関する権利救済相談 家庭児童相談室 子ども家庭総合センター総務課

児童相談 北部・南部児童相談所

○ ○  ７ 育児相談の充実 育児相談 各区保健センター

○ ○  ８ 心身障害者及び高齢者に関する相談 成年後見人制度 高齢福祉課・障害支援課

障害者生活支援センターの運営 障害支援課

高齢者相談員制度 高齢福祉課

介護保険相談員制度 介護保険課

○ ○  ９ 教育相談室の充実 教育・就学相談体制の充実 総合教育相談室・特別支援教育室

○  10 在住外国人相談 多言語生活相談・外国人生活相談 観光国際課・市民生活安全課

（大宮区くらし応援室）

○ ○  11 保健相談の充実 精神保健相談の充実 精神保健課・各区保健センター

夜間・休日精神科救急医療相談 健康増進課

エイズ等相談・カウンセリング体制の整備 疾病予防対策課

○  12 福祉相談 福祉相談体制の構築 生活福祉課

　　(施策の分類)　１　相談事業の充実

　[基本的課題 ⑤]　様々な人権問題に対する相談システムの充実

　今日の社会環境の変化に反映し、人権問題はますます複雑化してきており、これらの様々な人権相談に適切に対応する必要がありま
す。このため、各種関係機関との緊密な連携を図りながら、それぞれの分野における様々な人権相談体制を充実することが重要です。
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○  13 交通事故相談 交通事故相談 市民生活安全課（大宮区くらし応援室）

○ ○  14 子どもに関する総合相談 総合相談事業 子ども家庭総合センター総務課

○  15 犯罪被害者相談 犯罪被害者等支援事業 市民生活安全課

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○  16 各種人権相談窓口の周知 各種人権相談窓口の周知 人権政策・男女共同参画課
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各種人権問題への対応
同 女 子 高 障 外 感 様

 施策の方向 和 性 ど 齢 害 国 染 々 　     具　体　的　施　策 　　　  事　業　名 関 係 各 課
問 問 も 者 者 人 者 な
題 題 問 問 問 問 問 問

題 題 題 題 題 題

①  人材の確保 ○  １ 相談員の確保・相談体制の充実 地域包括支援センターにおける相談 いきいき長寿推進課(区・高齢介護課)

○ ２４時間子どもSOS窓口及びさいたま市ＳＮ
Ｓを活用した相談窓口の設置 総合教育相談室

○  ２ スクールカウンセラー・スクールソーシャル スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー 総合教育相談室

　　ワーカー・さわやか相談員の配置 カー・さわやか相談員の配置

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ３ 人権相談の充実 人権擁護委員の確保 人権政策・男女共同参画課

○  ４ 外国人生活相談の充実 外国人生活相談の運営 観光国際課・市民生活安全課

（大宮区くらし応援室）

②  ネットワークの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  １ 相談・支援ネットワークの整備 人権擁護委員協議会との連携 人権政策・男女共同参画課

構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ２ 保護機関、ＮＰＯ、ボランティアとの連携 民間運動団体との連携・協力 人権政策・男女共同参画課

○ ○ ○  ３ 高齢者・障害者・子育て支援ネットワークの 高齢者の相談システムの充実 高齢福祉課

　  構築 障害者の相談システムの充実 障害支援課

高齢・障害者権利擁護センターの運営 高齢福祉課

子育て支援ネットワークの構築 子育て支援政策課

要保護児童対策地域協議会 子ども家庭総合センター総務課

○  ４ ＤＶ防止対策関係機関の連携 ＤＶ防止対策関係機関連携会議の開催 人権政策・男女共同参画課

（男女共同参画相談室）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ５ 自主的活動への支援 法務局との連携・協力 人権政策・男女共同参画課

人権擁護委員協議会等へ助成 人権政策・男女共同参画課

　　(施策の分類)　２　相談システムの充実
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ＮＰＯ

　民間非営利組織という意味で、営利を目的にしない民間団体の総称とされる。

シニアユニバーシティ

　 シニアユニバーシティは、高齢者の生涯学習の一環として、社会変化に対応する能力と心身の健

康を培い、また積極的な社会参加と学生間の親睦と交流を図ることにより、高齢者の生きがいを高め

ることを目的としており、主に一般教養を学ぶ、１年制の大学・大学院であり、北浦和校・東浦和校・

中央校・大宮校・北大宮校・岩槻校の６校を設置している。また大学院では、専修科として福祉科・

音楽科・ICT科を設置している。

セクシュアルハラスメント

　相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、

性的うわさの流布、衆目へふれる場所へのわいせつな写真などの掲示など、様々な態様の

ものが含まれる。

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

　配偶者や恋人など親密な関係にあるものからふるわれる暴力のこと。

身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などがある。

ノーマライゼーション

 　障害のある人の住居、教育、労働、余暇などの生活の条件を可能な限り障害のない人の

生活条件と同じようにすることで、障害のある人が障害のない人と同等に生活し活動する

社会を目指す理念をいう。

 　現在では、障害者福祉に限らず、社会のあらゆる分野に共通する理念となっている。

　　　　　　　　　(「さいたま市総合振興計画」より）

ワーク・ライフ・バランス

幸福で豊かな人生を送るために、自分の価値観や状況に応じた働き方の選択や仕事と家庭

両者の充実を実現させようという考え方。

　　　　　　　　　(「さいたま市総合振興計画」より）

用 語 解 説

（ 「第４次 さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」より ）

（ 「第４次 さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」より ）
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さいたま市人権教育及び人権啓発推進本部設置要綱 

 

 （目 的） 

第１条 「人権教育及び人権啓発」に係る施策について、関係部局相互の緊

密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、さいたま

市人権教育及び人権啓発推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 （組 織） 

第２条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （本部長等の職務） 

第３条 本部長は、本部の事務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長の指

 名する副本部長がその職務を代理する。 

 （会 議） 

第４条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

 （幹事会） 

第５条 本部会議の円滑な運営に資するため、本部に幹事長、副幹事長及び

幹事で組織する幹事会を置く。 

２ 幹事長、副幹事長及び幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充

てる。 

３ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代

理する。 

４ 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。 

 （庶 務） 

第６条 本部の庶務は、人権政策・男女共同参画課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本

 部長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年８月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年１０月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



本   部   長　　　市  　　    長

副 本 部 長  　　副 　市　 長

副 本 部 長  　　教 　育 　長

本 　 部  　員

水 道 事 業 管 理 者

理事＜指定＞（市長公室担当）

都市戦略本部長

総  　務  　局  　長

財  　政  　局  　長

市　　民　　局　　長

ス ポ ー ツ 文 化 局 長

保  健  福  祉  局  長

子 ど も 未 来 局 長

環  　境  　局  　長

経　  済　  局　  長

都　　市　　局　　長

建　　設　　局　　長

西 区 役 所　区 長

北 区 役 所　区 長

大 宮 区 役 所　区 長

見 沼 区 役 所　区 長

中 央 区 役 所　区 長

桜 区 役 所　区 長

浦 和 区 役 所　区 長

南 区 役 所　区 長

緑 区 役 所　区 長

岩 槻 区 役 所　区 長

消　  防  　局  　長

会　 計　 管　 理　 者

水　　道　　局　　長

議  　会 　 局     長

副　　教　　育　　長

選挙管理委員会事務局長

人事委員会事務局長

監  査  事  務  局  長

農業委員会事務局長

別表第１

さいたま市人権教育及び人権啓発推進本部
本　部　員　名　簿



幹  事  長　　市民局　市民生活部　部長

副 幹事長　　市民局　市民生活部　人権政策・男女共同参画課長

職　　  名

市長公室 広報課長

総務局 総務部 総務課長

総務局 人事部 人材育成課長

市民局 市民生活部 市民生活安全課長

市民局 市民生活部 コミュニティ推進課長

保健福祉局 保健部 健康増進課長

保健福祉局 福祉部 福祉総務課長

保健福祉局 福祉部 生活福祉課長

保健福祉局 福祉部 障害政策課長

保健福祉局 福祉部 障害支援課長

保健福祉局 長寿応援部 高齢福祉課長

保健福祉局 長寿応援部 いきいき長寿推進課長

保健福祉局 長寿応援部 介護保険課長

保健福祉局 市立病院経営部 病院総務課長

保健福祉局 保健所 保健総務課長

子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課長

子ども未来局 子ども育成部 青少年育成課長

子ども未来局 幼児未来部 幼児政策課長

子ども未来局 幼児未来部 保育課長

子ども未来局 子ども家庭総合センター 総務課長

子ども未来局 子ども家庭総合センター 北部児童相談所長

子ども未来局 子ども家庭総合センター 南部児童相談所長

子ども未来局 子ども家庭総合センター 子ども家庭支援課長

子ども未来局 総合療育センターひまわり学園 総務課長

経済局 商工観光部 労働政策課長

経済局 商工観光部 観光国際課長

消防局 総務部 消防総務課長

水道局 業務部 水道総務課長

教育委員会 管理部 教育総務課長

教育委員会 学校教育部 指導１課長

教育委員会 学校教育部 特別支援教育室長

教育委員会 学校教育部 指導２課長

教育委員会 学校教育部 総合教育相談室長

教育委員会 学校教育部 健康教育課長

教育委員会 学校教育部 教育研究所長

教育委員会 生涯学習部 人権教育推進室長

教育委員会 生涯学習総合センター副館長

教育委員会 中央図書館 管理課長

人事委員会事務局 任用調査課長

別表第２

さいたま市人権教育及び人権啓発推進本部
幹　事　名　簿



  

 

 
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

（平成１２年１２月６日法律第１４７号） 

 
 
 （目的） 
第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、

門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他
人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施
策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。 

 
 
 （定義） 
第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする

教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及び
それに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人
権教育を除く。）をいう。 

 
 
 （基本理念） 
第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、

職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理
念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、
効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨と
して行われなければならない。 

 
 
 （国の責務） 
第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び
実施する責務を有する。 

 
  

（地方公共団体の責務） 
第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地

域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施す
る責務を有する。 

 
 
 （国民の責務） 
第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社

会の実現に寄与するよう努めなければならない。 
 
 
 （基本計画の策定） 
第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければなら
ない。 

 
  

（年次報告） 
第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施

策についての報告を提出しなければならない。 
 



  

 

 
 （財政上の措置） 
第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対

し、当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずるこ
とができる。 

 
 
 
付 則 

 （施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法

律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関す
る施策について適用する。 

  
（見直し） 

第２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法
（平成８年法律第１２０号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合にお
ける被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護
推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



裏表紙裏



 

 

 

 

人権教育及び人権啓発推進 

さ い た ま 市 実 施 計 画 
 

【令和４～７年度】 

 

発 行  さいたま市 ・さいたま市 教 育 委 員会  

編 集  さいたま市人権教育及び人権啓発推進本部 

（事務局 さいたま市市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課） 

 


